
平成27年 第５回人事委員会 会議結果 

 

１ 日 時 

  平成27年３月30日（月）   13時30分から15時５分まで 

 

２ 場 所 

  札幌市役所本庁舎 人事委員会会議室 

 

３ 出席者 

  委員長  大塚 龍児 

  委 員  品川 吉正 

  委 員  濱田 雅英 

  幹 事  事務局長、次長、調査課長、任用課長 

 

４ 議 題 

  議案第14号 人事委員会事務局職員の人事発令について 

  議案第15号 一般職員の採用選考について 

  議案第16号 札幌市職員の任用に関する規則の一部を改正する規則案 

  議案第17号 札幌市職員の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則案 

  議案第18号 札幌市職員の営利企業等の従事制限に関する規則及び札幌市職員の退職

手当の支給制限等の処分に係る意見陳述の機会の付与に関する規則の一

部を改正する規則案 

  議案第19号 札幌市職員給与条例施行規則等の一部を改正する規則案 

  議案第20号 札幌市職員給与条例第30条第１項第１号に規定する「人事委員会の承認

を得て市長が定める勤務」に係る承認について 

  議案第21号 札幌市職員特殊勤務手当支給規則の改正に係る協議について 

  議案第22号 札幌市子ども発達支援総合センターに所属する医師が職務に専念する義

務の免除を受けて北海道と兼務をする場合の給与の取扱いに係る承認に

ついて 

  議案第23号 一般職員採用（社会人経験者の部）試験の実施に伴う初任給の調整等の

承認について 

  そ の 他 消防吏員昇任試験の実施方法の変更について 

 



５ 議 事 

 ○ 議案第14号 人事委員会事務局職員の人事発令について 

   人事委員会事務局職員の人事発令について事務局から説明が行われ、審議の結果、

原案のとおり決定された。 

 ○ 議案第15号 一般職員の採用選考について 

   病院事業管理者から請求のあった一般職員の採用選考について事務局から説明が

行われ、審議の結果、原案のとおり決定された。 

 ○ 議案第16号 札幌市職員の任用に関する規則の一部を改正する規則案 

   平成27年度機構編成に伴う札幌市職員の任用に関する規則の一部を改正する規則

案について事務局から説明が行われ、審議の結果、原案のとおり決定された。 

 ○ 議案第17号 札幌市職員の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

案 

   平成27年度機構編成等に伴う札幌市職員の管理職員等の範囲を定める規則の一部

を改正する規則案について事務局から説明が行われ、審議の結果、原案のとおり決

定された。 

 ○ 議案第18号 札幌市職員の営利企業等の従事制限に関する規則及び札幌市職員の

退職手当の支給制限等の処分に係る意見陳述の機会の付与に関する規則の一部を改

正する規則案 

   教育委員会制度改革に伴う札幌市職員の営利企業等の従事制限に関する規則及び

札幌市職員の退職手当の支給制限等の処分に係る意見陳述の機会の付与に関する規

則の一部を改正する規則案について事務局から説明が行われ、審議の結果、原案の

とおり決定された。 

 ○ 議案第19号 札幌市職員給与条例施行規則等の一部を改正する規則案 

   子ども発達支援総合センターの設置に伴う札幌市職員給与条例施行規則等の一部

を改正する規則案について事務局から説明があり、審議の結果、原案のとおり決定

された。 

 ○ 議案第20号 札幌市職員給与条例第30条第１項第１号に規定する「人事委員会の

承認を得て市長が定める勤務」に係る承認について 

   子ども発達支援総合センターの設置に伴う札幌市職員給与条例第30条第１項第１

号に規定する「人事委員会の承認を得て市長が定める勤務」に係る承認について事

務局から説明があり、審議の結果、原案のとおり決定された。 

 ○ 議案第21号 札幌市職員特殊勤務手当支給規則の改正に係る協議について 

   幼保連携型認定こども園及び子ども発達支援総合センターの設置に伴う札幌市職

員特殊勤務手当支給規則の改正に係る協議について事務局から説明があり、審議の



結果、原案のとおり決定された。 

 ○ 議案第22号 札幌市子ども発達支援総合センターに所属する医師が職務に専念す

る義務の免除を受けて北海道と兼務をする場合の給与の取扱いに係る承認について 

   札幌市子ども発達支援総合センターに所属する医師が職務に専念する義務の免除

を受けて北海道と兼務をする場合の給与の取扱いに係る承認について事務局から説

明があり、審議の結果、原案のとおり決定された。 

 ○ 議案第23号 一般職員採用（社会人経験者の部）試験の実施に伴う初任給の調整

等の承認について 

   一般職員採用（社会人経験者の部）試験の実施に伴う初任給の調整等の承認につ

いて事務局から説明があり、審議の結果、原案のとおり決定された。 

 ○ その他 消防吏員昇任試験の実施方法の変更について 

   消防吏員（消防司令補及び消防士長）に係る昇任試験の実施方法の変更について

事務局から説明が行われた。 

 


